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殿
一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター

会長 片 倉 百 樹 印

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）
交付規程第１０条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知します。

１．補助金交付番号

２．審査結果

３．承認の条件

４．不承認の理由

本補助金は、経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援

事業）交付要綱第３条に基づき日本エレクトロヒートセンターに交付される国庫補助金から高効率空調機を設置しようとす

る方に交付するものです。

不承認承認 条件付き承認

日

計画変更等承認結果通知書

記

平成 年


